
　

※本メールは「＠ｂｋｉｃ．ｊｐ」のドメインアドレスから送信されます。受信拒否の設定をされている場合は、

事前に受信許可リストに追加いただくようにお願いします。

※防衛省共済組合のホームページにも「組合員様向け電子申請マニュアル」が掲載されていますので、

ご参考ください。

配信メールが届いたら､まずは、内容を確認しましょう!!

被扶養者申告書

「取下げ」依頼の場合は、

メールのURLからログイ

ンして、そのまま「取下げ」

を押下してください。

事実発生前に電子申請をしてし

まったら、メールのURLからロ

グインし、該当の電子申請は「取

下げ」を押下してください。

改めて、事実発生後に

新規で電子申請を行ってくだ

さい。

誤った申告書で電子申請をして

しまったら、メールのURLから

ログインして、該当の電子申請

は「取下げ」を押下してください。

※例）

取消と認定を間違えた

交付と再交付を間違えた 等

「取下げ」完了メールが届

きます。

入力内容又は添付（提出）書類に不備が

ある場合、メールのURLからログインし

て、不備内容に従って修正を行ってくだ

さい。

改めて、正しい申告書で

新規で電子申請を行ってくださ

い。

そのまま放置

しないでね!!!

添付（提出）書類を電子申請に添付する

場合

該当する事由にチェックを入れ、必要書

類の添付をしてください。

【アップロード可能なファイル形式】

JPG,JPEG,PNG,HEIC,PDF

【最大ファイル数】

JPG,JPEG,PNG：無制限

HEIC,PDF：約３MBまで

【アップロード可能なファイル数】

「電子申請に添付する」を

選択し、「ファイルを選択」を
再申請を押下して

ください。

「再申請完了」メー

ルが届きます。

添付書類の写真をすでに撮っている場

合は、「写真ライブラリ」を押下し、写真

を選択してください。

写真を撮る場合は、「写真を撮る」を押

ログイン後、新規申請が必要です。事実発生後の申告日・正しい申告

書で、新規で電子申請を行ってください。

添付が完了したら、


